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IASB、「投資企業：連結の例外規定の 
適用（IFRS第10号、IFRS第12号及び 
IAS第28号の改訂）」を公表 
 

国際会計基準審議会（IASB）は2014年12月18日、「投資企業：連結の例外規定の適用（IFRS

第10号、IFRS第12号及びIAS第28号の改訂）」を公表した。本改訂は、以下の4つの論点に

関する改訂を行っている。 

 投資企業である親会社の子会社が、他の会社の親会社でもある場合の連結財務諸表

の作成に関する免除規定の適用 

 親会社の投資活動に関連するサービスを提供する子会社の取扱い 

 投資企業ではない投資者による投資企業である投資先に対する持分法の適用 

 IFRS第12号「他の企業への関与の開示」の適用範囲 

本改訂は、2016年1月1日以降開始する会計年度から適用される。早期適用は認められる。

早期適用する場合は、その旨を開示する。 

 
【改訂の内容】 

改訂項目 改訂の概要 

投資企業である親会社

の子会社が、他の会社

の親会社でもある場合

の、連結財務諸表の作

成に関する免除規定の

適用 

背景 

親会社は、IFRS第10号「連結財務諸表」第4項における一定の要件を満たす場合に、連結財務諸表の作成

に関する免除規定を適用することができる。その要件の1つが、その親会社よりも上位の親会社が、IFRS

に準拠した公表用の連結財務諸表を作成していることである。一方で、親会社が投資企業の要件を満た

し、IFRS第10号第31項に従いすべての子会社を公正価値により測定している場合、IAS第27号「個別財務

諸表」第8A項により、その親会社が作成する財務諸表は個別財務諸表であるとされている。したがって、投

資企業である親会社の子会社が他の会社の親会社である場合、IFRS第10号第4項における連結財務諸

表の作成に関する免除規定を適用できるか否かが、明確ではなかった。 
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改訂項目 改訂の概要 

投資企業である親会社

の子会社が、他の会社

の親会社でもある場合

の、連結財務諸表の作

成に関する免除規定の

適用（続き） 

改訂（続き） 

本改訂は、IFRS第10号第4項（a）を改訂し、投資企業である親会社が子会社を公正価値により測定する場

合であっても、その子会社が他の会社の親会社である場合には、連結財務諸表の作成に関する免除規定

を適用できることを明確化した。 

 

親会社の投資活動に関

連するサービスを提供

する子会社の取扱い 

 

背景 

IFRS第10号第32項は、投資企業が、投資企業の投資活動に関連するサービスを提供する子会社を有する

場合、その子会社を連結することを要求している。ただし、投資企業である親会社の子会社が、投資企業

の要件を満たし、かつ投資活動に関連するサービスを提供する場合、親会社はその子会社を連結するべ

きか、公正価値で測定するべきかが、明確ではなかった。 

改訂 

本改訂は、IFRS第10号第32項及びB85E項を改訂し、第32項が適用される限定的な状況を明確化した。子

会社が投資企業でなく、かつその主要な目的と活動が投資企業の投資活動に関連するサービスを提供す

ることである場合、投資企業がその子会社を連結する。 
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改訂項目 改訂の概要 

親会社の投資活動に関

連するサービスを提供

する子会社の取扱い

（続き） 

 

改訂（続き） 

また、IFRS第10号B85E項において、投資活動に関連するサービスを提供する子会社が投資企業である場

合、投資企業である親会社がその子会社を公正価値により測定することを明確化した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資企業ではない投資

者による投資企業であ

る投資先に対する持分

法の適用 

背景 

IFRS第10号第33項により、投資企業でない親会社は、投資企業である子会社が適用する公正価値による

会計処理を引き継ぐことが認められていない。しかし、IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投

資」は、投資企業ではない投資者が、投資企業である共同支配企業または関連会社に投資している場合

に、どのように持分法を適用するべきかが、明確ではなかった。 

改訂 

本改訂は、持分法の適用に関して、IAS第28号に第36A項を追加した。企業が、投資企業である関連会社

または共同支配企業に投資し、持分法を適用している場合、その関連会社または共同支配企業が子会社

の持分について適用している公正価値による測定を引き継ぐことができる。 
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改訂項目 改訂の概要 

投資企業ではない投資

者による投資企業であ

る投資先に対する持分

法の適用（続き） 

改訂（続き） 

また、本改訂は、IFRS第10号第4項の改訂に伴い、IAS第28号第17項における持分法の適用に関する免除

規定を明確化した。具体的には、IAS第28号第17項（d）を改訂し、投資企業である親会社が子会社を公正

価値により測定する場合であっても、その子会社が、関連会社または共同支配企業の投資に対して持分

法の適用に関する免除規定を適用できることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS第12号の適用範囲 背景 

IFRS第12号第6項に規定されるIFRS第12号の適用範囲において、投資企業の取扱いが明確ではなかった。 

改訂 

本改訂は、IFRS第12号第6項（b）を改訂し、IFRS第10号第31項に従い、すべての子会社を公正価値で測定

する投資企業の財務諸表において、IFRS第12号で求められている投資企業に関連する開示を行わなけれ

ばならないことを明示した。 
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